
令和４年度　随意契約の公表（水道局）
※契約内容の詳細につきましては、各担当課にお問い合わせ下さい。

令和４年10月１日から令和５年３月31日までの随意契約
【水道局】

担当課 契約名称 契約締結日 契約の相手方の名称 契約の相手方の住所
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由

経営総務課
八尾市水道局庁内
ネットワーク保守
業務

令和4年11月1日
シャープマーケティ
ングジャパン株式会
社

八尾市北亀井町三丁目1
番72号

880,000

当該業務は、システム機器に精通していることはも
とより、当局のネットワーク機器の設計仕様や庁内
の複雑なネットワーク構成等を熟知している必要が
ある。当該事業者は、現在当局のネットワーク保守
を行っている事業者で、当該業務に精通する唯一の
業者であり、契約の性質又は目的が競争入札に適さ
ないため、随意契約を行ったものである。
(地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号)

経営総務課
八尾市水道局ファ
イルサーバー運用
環境の再構築業務

令和4年11月18日
シャープマーケティ
ングジャパン株式会
社

八尾市北亀井町三丁目1
番72号

715,000

当該業務は、システム機器に精通していることはも
とより、当局のネットワーク機器の設計仕様や庁内
の複雑なネットワーク構成等を熟知している必要が
ある。当該事業者は、現在使用しているＮＡＳの設
定を行い、かつ、現在当局のネットワーク保守を
行っている事業者で、当該業務に精通する唯一の業
者であり、契約の性質又は目的が競争入札に適さな
いため、随意契約を行ったものである。
(地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号)

施設整備課
令和4年北部低区
配水池壁面修繕

令和4年9月28日 椎原建設 八尾市桂町5丁目46番8号 885,500

当該業務は、2度条件付一般競争入札の公告を行った
が、参加者が2者に満たず不調となったため、入札時
に最低金額にて応札した事業者と価格交渉を行い、
予定価格内での金額合意を得たため、随意契約を
行ったものである。
(地方公営企業法施行令第21条の14第1項第8号)

施設整備課
令和4年度無試薬
残留塩素計点検業
務（その１）

令和4年10月20日 横手産業株式会社
大阪市淀川区西中島4丁
目2番2号

819,280

当該業務の対象機器は、水質（残留塩素濃度）を常
時監視する重要な機器であるため、経年劣化による
異常や故障等を未然に防止する必要がある。加え
て、点検作業においては、作業中の非監視状態とな
る時間を最小限に短縮し早急な監視システムの復旧
を行う必要がある。そのため、専門的な知識・技術
を有していることに加えて既存の機器に精通してい
ることが必要であり、競争入札に付することは適当
でないことから、相手方と随意契約を行ったもので
ある。
(地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号)
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令和４年度　随意契約の公表（水道局）
※契約内容の詳細につきましては、各担当課にお問い合わせ下さい。

令和４年10月１日から令和５年３月31日までの随意契約
【水道局】

担当課 契約名称 契約締結日 契約の相手方の名称 契約の相手方の住所
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由

施設整備課
令和4年度無試薬
残留塩素計点検業
務（その２）

令和4年10月20日 向洋電機株式会社 吹田市江の木町20番15号 1,115,400

当該業務の対象機器は、水質（残留塩素濃度）を常
時監視する重要な機器であるため、経年劣化による
異常や故障等を未然に防止する必要がある。加え
て、点検作業においては、作業中の非監視状態とな
る時間を最小限に短縮し早急な監視システムの復旧
を行う必要がある。そのため、専門的な知識・技術
を有していることに加えて既存の機器に精通してい
ることが必要であり、競争入札に付することは適当
でないことから、相手方と随意契約を行ったもので
ある。
(地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号)

施設整備課
令和４年度電気設
備保守点検業務

令和5年1月13日
東芝インフラシステ
ムズ株式会社　関西
支社

大阪市北区角田町8番1号 6,050,000

当該業務は、2度条件付一般競争入札の公告を行った
が、参加者が2者に満たず不調となったため、入札時
に最低金額にて応札した事業者と価格交渉を行い、
予定価格内での金額合意を得たため、随意契約を
行ったものである。
(地方公営企業法施行令第21条の14第1項第8号)

施設整備課
令和4年南部低区
配水池壁面修繕

令和5年2月1日 椎原建設 八尾市桂町5丁目46番8号 1,430,000

当該業務は、2度条件付一般競争入札の公告を行った
が、参加者が2者に満たず不調となったため、入札時
に最低金額にて応札した事業者と価格交渉を行い、
予定価格内での金額合意を得たため、随意契約を
行ったものである。
(地方公営企業法施行令第21条の14第1項第8号)
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